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＜本公募要領における定義＞ 

「補助申請者」 ：事業への申請を行った者 

「補助交付契約者」：申請後採択を経て実際に補助を受ける者 
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1．事業の目的 

 

 日本貿易振興機構（ジェトロ）は、日ＡＳＥＡＮ経済産業協力委員会（ＡＭＥＩＣＣ）の事務

局機能を担う一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS)からの受託による「日ASEANにおけ

るアジアDX促進事業」を実施します。 

 

 現在、ASEAN地域では経済成長を実現する一方、経済や社会面で様々な課題が生まれている

が、同時にこうした課題の解決に繋がるデジタルを活用した様々なビジネスが急激に広がってい

ます。政府間の動きでも、2019年 9月に開催された日ASEAN経済大臣会合において、デジタル

イノベーションを社会全体に実装させていく環境を日ASEAN双方で創り上げていくため、「日

ASEAN第四次産業革命ダイアログ（4IRダイアログ）」が新設されたところです。 

 

 本実証事業は、第四次産業革命に資するデジタル技術を活用し、日本企業と現地企業との協働

による実証事業を実施することで、ASEANにおける経済・社会課題を解決し、日 ASEANが

一体となってデジタルイノベーションの社会実装を進めることを目的としています。実証を

通じて明らかとなった成果や課題等は、日本がASEANにおける新産業分野のルール形成を先導

するための産業界の声として、ASEAN側への提言（今後の日ASEAN企業のビジネス連携の方向

性、規制改革、共通ルール形成など）等に活用します。 

 

2．事業の内容 

 

・ASEAN各国で関心が高まっている自国の経済・社会課題に対して、日本法人（登記法人）であ

る民間企業、財団法人、社団法人、学校法人、独立行政法人など、またはそれらの共同体が、

ASEAN企業・各種法人等との連携による製品・サービスの開発・運用・評価等を通じた実証事業

を実施し、事業を通してビジネス環境整備に資する規制改革や制度整備等の課題抽出を行いま

す。 

 

・事業実施後には、実施結果を取りまとめた報告書を作成いただきます。作成にあたっては、実

際の事業内容に基づいた具体性の高い報告書とします。 

 

(1) 実証対象国 

ASEAN10カ国（インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベ

トナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス） 

 

(2) 対象案件要件 

・実施対象国の抱える経済・社会課題解決が具体的に設定されており、当該課題の解決に資する

事業であること。 

・第四次産業革命に資するデジタル技術を活用する事業であること。 

・案件実施にあたり連携するASEAN現地企業・各種法人等※が決定していること。 

・早期（本事業終了後概ね２年以内）に実施国もしくはその他ASEAN地域での事業開始、また

は事業継続の見込みがあること。 

 

※ASEAN側企業・各種法人の定義 

大企業、財閥、中小企業（SU含む）、医療機関、教育機関、地方自治体、民間団体（商工会議

所等）など。日系企業も可、ただしASEANに登記されている企業に限る。 

なお、ASEAN現地企業・団体（関連会社を含む）が補助申請者と資本関係にある場合、補助申   

請者の出資比率が10％以上は対象外とする。また、補助申請者の出資比率が50％超の関連会 

社による出資比率が50％超で持分法適用会社であるASEAN現地企業・団体も対象外とする。 
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(3) 事業実施期間 

以下のいずれかの期間内での実施となります。 

①交付決定日～2021年 1月 29日（金） 

②交付決定日～2022年 1月 31日（月） 

 

(4) 補助上限額、補助率、および採択件数 

各案件の負担経費は、案件内容を審査のうえ決定します。補助金額は、事業終了後に契約額の  

使途について検査を行い確定します。契約に定める業務が完了していない場合は、一切の経費 

の支払いが出来かねます。 

1）補助上限額、補助率 

大企業 ：上限1,000万円、かつ補助対象経費の2分の 1以内を上限に補助 

中小企業：特別枠※：上限5,000万円、かつ補助対象経費の3分の 2以内を上限に補助 

通常枠：上限2,000万円、かつ補助対象経費の3分の 2以内を上限に補助 

※特別枠 

中小企業において、機械設備費が補助対象経費総額の過半（５０％以上）を占め、総事 

業費が大きくなる実証事業については、補助金上限額が５０００万円の特別枠に申請す 

ることが可能。ただし、特別枠については、予算の範囲内で、１回の公募当たりの採択 

件数は１～２件程度の採択を予定。 

 

2）採択件数 

大企業：10件程度 

中小企業 

特別枠：2件程度 

通常枠：10件程度 

※上記何れも応募案件が採択要件を満たさない場合はこの限りではありません。 

※事業目的に鑑み、幅広い実施対象国・事業の分野で採択を行います。 

 

※中小企業：日本の法律に基づき設立された日本登記法人の中小企業（中小企業の定義は中

小企業基本法第二条 7に基づく）、又は中小企業団体の組織に関する法律第三条に定める中

小企業団体のうち事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合及び商工組合（以

下、「中小企業団体」）。 

中小企業基本法第二条7 

この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げる  

ものとし、その範囲は、こちらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施され

るように施策ごとに定めるものとする。 

一. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人

以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号まで

に掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

二. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以

下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

三. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人

以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

四. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十

人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

 

大企業企業：上記中小企業以外の企業 

なお、次の(1)～(5)のいずれかに該当する者は、大企業と見なされます。 



4 
 

(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中 

小企業 

(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業 

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中小企業 

(4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)～(2)に該当する中小企業が所有している中 

小企業 

(5) (1)～(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占め 

ている中小企業者 

※１ 資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。（以下を    

除く） 

・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

※２ 本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。 

 

 

3．補助対象経費                                    

 

以下の経費項目について、補助交付契約者が直接支出した経費を補助します。また補助金の支払

は、本事業完了後に補助事業実績報告書の提出を受け、事務局による確定検査後の精算払となり

ます。 

 

経費項目 主な経費支出可能項目例 ※ジェトロが認めたものに限る 

Ⅰ．人件費 国内外で事業に従事する者の作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費※ 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 

機械設備費 実証に必要な機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕等に必要な

経費及び実証を実施するために直接必要な機械装置を製作するために必要な

工具 器具備品（木型、金型を含み、耐用年数１年以内のものを除く。） の購

入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 

備品費 事業を行うために必要な物品（1年以上継続して使用できるもの）の購入、

に必要な経費。取得単価が 10万円以上（消費税込み）のもの。 

借料及び損料 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 

消耗品費 事業を行うために必要な物品（使用可能期間が 1年未満のもの）であって備

品費に属さないもの（ただし、当該事業のみで使用されることが確認できる

もの）の購入に要する経費。取得単価が 10万円未満（消費税込み）のもの。 

 

外注費 補助交付契約者が直接実施することができないもの又は適当でないものにつ

いて、他の事業者に外注するために必要な経費（請負契約）。 

外注費は、原則として事業経費総額の 5割未満とするが、割合に拘らず外注

を行うことの合理性等に鑑み判断する。なお、5割以上となるケースであっ

ても事業実施のために必要と認められる場合可となる可能性もある。 

印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本

に関する経費 

会議費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費（会場

借料、機材借料等） 



5 
 

謝金 事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム等に出席した外

部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等） 

補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特

定・確認できるもの 

例）翻訳・通訳費、文献購入費など 

Ⅲ．委託費 補助交付契約者が当該事業の一部を他者に行わせるために必要な経費（委任

契約）。委託の経費は、原則として申請する経費総額の 5割未満とする。な

お、5割以上となるケースであっても、委託を行うことの合理性等に鑑み判

断し、事業実施のために必要と認められる場合可となる可能性もある。 

  

※ 外務省海外安全情報及び感染症危険情報（http://www.anzen.mofa.go.jp/）に基づく海

外危険情報レベル又は海外感染症危険情報レベル２～４の国については、当該国への渡航

を伴う事業実施は原則不可とします。ただし、補助交付契約者の当該事業実施国における

海外拠点で勤務する社員又は ASEAN現地パートナー企業・団体による事業実施など渡航

を伴わない場合は、実施を認める場合もあります。なお、現状レベル２～４の国であって

も、今後の情勢変化を想定して、渡航を伴う事業計画を提案に含めることは可能です。ま

た実際の事業実施に当たっては、ジェトロと協議のうえ、実施を決定することとします。 

 

（1）直接経費として計上できない経費 

 ・賃借物件等の賃料、保証金、敷金、仲介手数料、建物等施設に関する経費 

 ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、コピー  

機等事務機器、トナー、印刷用紙等）、一般書籍等 

・通信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等） 

・特許出願関連費用 

 ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 ・自社都合によるキャンセル費（セミナー会場費、航空賃等） 

 ・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁  

護士費用 

 ・為替差損 

 ・自社内の打合せのみを目的とした出張経費、出張先での本事業以外の自社活動をしていた出  

張期間の宿泊費、現地移動費 

 ・その他事業に関係ない経費 

 

（2）補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できる 

ものに限ります。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います（手形払等で実績を確認でき 

ないものは対象外）。ただし、少額を現金やクレジットカードで支払う場合は、事前に事務 

局に相談ください。） 

 

（3）採択後、交付契約手続きの際には、本事業における発注先の選定にあたって、入手価格の 

妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。原則として２社以上から同一条 

件による見積をとることが必要です。したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積 

書を取得いただくと、採択後、円滑に事業を開始いただけます。ただし、発注内容の性質上 

２社以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることが 

できます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。 

 

（4）補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してく 
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ださい。 

 

 

４．応募資格 

 本事業への申請に際して、下記の条件をすべて満たしていることを公募申請書の提出時に誓約

することを必須とします。 

 

(1)  日本法人（登記法人）である民間企業、財団法人、社団法人、学校法人、独立行政法人など、

または、それらの共同体であり、実証対象となる事業の実質的な業務に従事していること。 

  （注1）複数の法人による共同提案も可能ですが、その際はジェトロから連絡を取る窓口及

び経費の支払い窓口として代表一者を主提案法人（幹事法人）としてください。 

  （注2）協力関係にある企業（商社、メーカー、コンサルタント等）から同一案件を別々に

応募する重複応募は避けてください。 

  （注3）在外の日系企業が応募を希望する場合は日本の親会社と調整して親会社が申請する

形をとってください。 

 

(2)実施主体は二者以上とし、日本及び ASEANの企業・各種法人等の協働であること。 

（注4）※ASEAN側企業・各種法人の定義 

大企業、財閥、中小企業（SU含む）、医療機関、教育機関、地方自治体、民間団体（商

工会議所等）など。日系企業も可、ただしASEANに登記されている企業に限る。 

なお、ASEAN現地企業・団体（関連会社を含む）が補助申請者と資本関係のある場 

合、補助申請者の出資比率が10％以上は対象外とする。また、補助申請者の出資比率が 

50％超の関連会社による出資比率が 50％超で持分法適用会社である ASEAN現地企業・ 

団体も対象外とする。 

 

(3)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。 

 

(4)公示の日から応募書類の受領期限までの間、契約に関しジェトロから指名停止措置を受けてい

ないこと。省庁や団体等が定める補助金交付停止、契約指名停止等に該当していないこと。在外

事業者等の場合はこれに準ずる対象でないこと。 

 

(5)会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（手続

開始の決定後、再認定を受けた者を除く）でないこと。 

 

(6)ジェトロの要請に応じた経理及びその他の事務についての説明・報告ができること、事業を適

切に遂行できる体制を有していること。また、本事業の成果普及のため事業実施報告書の概要を

公表することや事業の成果把握のためにジェトロが実施するフォローアップアンケート等に協力

すること。 

 

(7)国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。 

 

(8)反社会的勢力、またはこれに類似する企業・団体・個人でないこと。 

 

※他機関（事業実施国の政府や関係機関等を含む）が提供する支援と本事業の支援を重複して受

けることが不可能な場合もあるため、個別事案ごとに問い合わせ先まで確認すること。 
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５. 応募の手続き             

(1) 公募期間 

・１次公募開始：令和２年7月22日（水） 

・１次公募締切：令和２年8月19日（水）（17：00）必着 

・１次公募採択発表：9月下旬を予定（予定変更の場合があります。）。 

 

(2) 申請方法 

 公募締切時間までに、以下「提出書類」に必要事項を記入後、以下の提出先に送信ください。  

提出に当たっては、応募書類すべてを一本の電子ファイル（zip 等の圧縮を施した上でひとま 

とまりにしてください）にし、提出してください。また、件名に「【申請】日ASEANにおける 

アジアDX」と記載してください。 

※ Mac で作業される場合は、zip ファイル内の各ファイル名を半角英数字としていただく

か、zip ファイルにせずにメールに各ファイルを添付してお送りください（文字化けを避

けるため）。 

※ 写真やパンフレット等の容量の大きい提出物は、申請に必要な箇所を抜粋して送付いただ 

くようお願いいます。 

※ 応募書類は郵送や持参による提出は受け付けません。資料に不備がある場合は、審査対象     

となりませんので、本要領等を熟読の上、注意して記入して下さい。 

※ 締切を過ぎて提出されたものは受け付けられません。従って余裕をもって送付し、期限ま 

でに必着となるようご留意ください。 

 

「提出書類一覧表」 

 書  類  名 様式 

☐ 1.  申請書 様式 1 

☐ 2.  「個別案件票（企業概要）」 様式 1 別紙 1 

☐ 3.  「個別案件票（申請事業詳細）」 様式 1 別紙 2 

☐ 4.  「事業経費概算書」 様式 1 別紙 3 

☐ 5.  会社概要等（パンフレット等を添付）  

☐ 

6.  直近 3 年の決算報告書と財務諸表 

※単体ベース。連結がある場合には連結決算も併せて提出。 

※設立後 3 年未満の場合は、提出可能な年のみで可。 

書式自由 

☐ 7.  その他参考資料 書式自由 

 

※【個人情報の取り扱い】この公募に関して提出書類にご記入いただいた個人情報は、本事業の

遂行、成果の報告等のために必要とされる場合には、AMEICC及び経済産業省に提供します。 

① 提出された応募書類は、機密保持には十分配慮した上で、審査・管理・確定・精算・政策効果

検証に使用いたします。また、応募書類は返却しません。また応募書類は本事業の採択に係る審

査以外の目的には使用せず、機密保持には十分配慮しますが、「独立行政法人等の保有する情報の

公開に関する法律」（平成１３年１２月５日法律第１４０号）に基づき、不開示情報（個人情報、

法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、原則として、情報公開の対象となりますのでご了
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承下さい。 

② 応募書類に記載する内容は、採択後行う交付契約内容の基本方針となるため、予算額内で実現

が確約されることのみを記載してください。採択後であっても、補助申請者の都合により記載さ

れた計画に大幅な変更があった場合には、補助対象外となる場合があります（本「募集案内」6.

補助交付契約者の義務（1）参照）。 

③ 採択に際し、ジェトロと応募者との調整により、予算額の範囲内で提案内容を変更していただ

く場合や、提案内容の変更を条件として採択を行う場合もあります。ジェトロと応募者との調整

が不調に終わった場合には、採択されません。また事業実施の進捗を鑑み、採択後に実施内容を

調整させていただく場合もあります。 

④ 応募書類の受領後、必要に応じてジェトロから任意に追加の資料提供を依頼する場合がありま

す。また、書類内容につき、確認事項がある場合は、選定結果の通知日までにジェトロから連絡

することがあります。 

提出先・お問い合わせ先 

日本貿易振興機構（ジェトロ）対日投資部 対日投資課 DX 推進事業事務局 

担当：尾山、加藤、西島 

お問合せ：専用フォーム 

（http://www.jetro.go.jp/dxpt_adx） 

E-mail：DX_POC@jetro.go.jp 

TEL: 03-3582-5644 

 

(3) 公募説明会の開催 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインにて実施します。 

オンライン説明会：7月30日（木曜）13:30～14:30 

参加希望の方は、下記の登録フォームにて7月29日（水）17:00までにお申し込みください。

お申込みいただいた方宛に、オンライン説明会のリンクをお送りします。 

公募説明会登録フォーム 

 

また公募内容に関するご質問は、7月22日（水）～8月12日（水）の間に、お問合せフォーム

にて受付し5営業日以内に回答いたします。お問い合わせの前には、公募サイトに掲載している

「 FAQ(よくある質問）」をご一読ください。なお、お問い合わせ内容については、本ウェブサイ

トにて、「よくあるご質問」として公開することがありますのでご了承ください。 

 

 

6. 補助交付契約者の義務（交付契約後に遵守すべき事項） 

 

本事業の交付契約を締結した補助交付契約者は、以下の条件等を守らなければなりません。 

(1) 交付契約後､本事業の経費の配分若しくは計画を変更しようとする場合、又は本事業を中止､    

廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりませ 

ん。計画変更の内容によっては、補助対象外となる、あるいは補助金返還を求められる場合 

があります。 

(2) 取得財産のうち、単価５０万円（税抜き）以上の機械等の財産又は効用の増加した財産（処 

分制限財産）は、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。 

(3) 交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければな 

りません。 

補助交付契約者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、本事業に 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jaa/adx_20
http://www.jetro.go.jp/dxpt_adx
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jaa/adx_html
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係る課税仕入に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付 

と補助金交付が重複しないよう、課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原 

則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。この消費税及び地方消費 

税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。 

(4) 補助交付契約者は、本事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは 

速やかに遂行状況報告書を作成し、事務局に提出しなければなりません。 

(5) 事業期間中、補助交付契約者は、下記資料を定期的にジェトロへ提出願います。 

  【翌月10日まで】 

・当月の事業実施結果（トピックス、課題） 

・翌月の事業実施予定 

・進捗管理表 

・収支実績報告書（所定フォーム）および証憑類のコピー 

(6) 本事業を完了したときは、その日から起算して３０日を経過した日又は事業完了期限日のい   

ずれか早い日までに補助事業実績報告書を所定のフォームに基づき作成し、提出しなければ 

なりません。 

(7) 本事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業終了 

後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補 

助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。 

(8) 本事業を実施することにより知的財産権が発生した場合は、その権利は補助契約締結者に帰 

属します。 

(9) 支払額は、経費概算書に記載の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計 

となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証     

拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさな 

い経費については、支払額の対象外となる可能性もあります。 

なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上するものであり、法 

人税等の課税対象となります。 

(10) 補助契約事業者が交付契約に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など） 

をした場合には、補助金の返還命令等の指示、不正の内容の公表等を行うことがあります。 

(11) 本事業の成果普及のため、セミナーや報告書等により、受託者との協議を経た上で、事業実 

施報告書の概要を公表する可能性があります。また、各種委員会等の場で報告書の内容につ 

いて説明いただく場合があるほか、当該国・地域でビジネスをする上での課題や成果等とし 

て当該国政府・関係機関にフィードバックする可能性があります。 

(12) 独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合、「独立行政法人の事務・事業の 

見直しの基本方針」（平成22年12月 7日閣議決定）に基づき、当該法人へのOBの再就職    

の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされ 

ています。ジェトロにおいて役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課 

長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職して 

いること、また、ジェトロとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占 

めている場合は、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応募していた 

だきます。 

 

 

7. 審査、採択の通知等 

（1）審査方法、審査基準 

・採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。 

・公募締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施する場合があります。 

・なお、以下の審査基準のうち、一定の項目を満たさない事業計画については不採択となりま 

す。  
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 評価基準 評価のポイント 

1 事業計画の 

妥当性、事業

効果 

1.基礎要件 

「2．事業の内容 (2)対象案件要件」および「4．応募資格」をすべて満た

していること。 

 

2. 実施国の分析・実現可能性 

・実施国の抱える課題や、課題に対する現地の取組を的確に分析出来て

いるか。 

・実施国、連携先企業の選定理由が明確であるか。 

・応募事業終了後の ASEANでの本格的な運用（応募事業終了後、概ね

2年以内）が見込まれる等、将来的な展望を持ったビジネスプランであ

るか。 

 

3. 独自性、新規性 

本事業で開発する商品やサービス等が、当該実施国内の既存製品、サ

ービスと差別化を図れる独自性、新規性を有しているか。 

 

4. 事業の政策的意義 

 応募事業が日 ASEAN全体の経済協力深化に貢献するか。 

 

5. 波及効果 

・事業の成果により日 ASEANのビジネス環境の改善、新市場の創出、

プラットフォーム化、標準化等が見込める案件であるか。 

・事業の効果を高めるために、実施国の政府関係者や産業界等へのアプ

ローチや連携が予定されているか。 

 

6. 事業の実施方法、工程、経費の妥当性 

・事業の実施方法、実施スケジュール、想定される成果が現実的かつ具

体的に提案され、事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られる

か。 

・費用に対し期待される成果が妥当であるか。 

 

2 応募法人の 

能力・資質、

適格性 

法人の資質・安定性、適切な実施体制 

・実証を円滑に遂行するために事業規模等に適した組織、人員等を有し

ているか。 

・また、事業の関連分野に関する実績、知見等を有しているか。 

 

 

（２）審査結果の通知・公表 

・採択案件決定後、申請者全員に対して、速やかに採択・不採択の結果を事務局から通知しま 

す。 

・採択された案件は、受付番号、商号又は企業名（法人番号を含む）、案件名、実施国等をホー 

ムページ等で公表します。 

（３）採択後の手続き 

・採択後、事務局は、補助申請者からの宣誓書提出を受けた後、申請書の事業費を原則上限と 

し、事業計画及び補助対象経費を精査した上で、交付契約通知を発出し、補助申請者との間   

で補助金交付契約を締結します。 

以上 


